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居間凶
の
邦
欝
で
あ
る 。

著
者
グ
ロ
ス
マ
シ
は 、
オ
ザ
グ
ス
フ
ォ
ー
ド

大
畢
卒
業
後 、
一
九
三
O
年
か

ら
三
七
年
に
わ
た
る
七
ヵ

年
間 、
母
校
の
ニ
ュ
l
・
カ
レ
γ
ジ
の
フ
エ
ロ
l 、

チ
ュ
l

タ
ー

を
勤
め 、

政
静
哲
撃
の
研
究
と
並
行
し
て
教
壇
に
も
立
っ
て
い

四

九

2
0
二
九）



紹
　
介
　
と
　
批
評

た
適
更
に
三
八
年
以
後
、
ニ
ュ
ー
弓
ス
テ
ー
ツ
マ
ソ
・
ア
ソ
ド
・
ネ
ー
シ
ョ
ソ

紙
に
携
り
、
傍
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
下
市
會
の
螢
働
蕪
の
指
導
者
と
し
て
地
方

議
會
に
活
躍
し
、
今
次
大
験
中
は
蓮
合
國
派
遣
軍
最
高
司
令
部
心
理
作
職
課
次

長
と
し
て
活
動
し
、
現
在
は
螢
働
黛
下
院
議
員
、
二
匡
1
・
ス
テ
ー
ッ
マ
ン
・

ア
ソ
ド
・
ネ
ー
シ
ョ
ソ
紙
の
副
主
筆
を
勤
め
て
い
る
。

　
本
書
を
一
讃
し
て
み
る
に
、
い
か
ヒ
も
著
渚
の
閲
歴
に
相
懸
し
た
問
題
の
露

理
で
あ
る
こ
と
が
分
る
．
国
菩
弩
書
と
ぎ
霊
邑
浮
彗
奮
が

相
互
に
織
り
な
さ
れ
、
。
輕
と
緯
と
の
爾
親
角
が
バ
ラ
γ
ス
し
て
問
題
鮎
を
ク
ロ

！
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

　
日
本
版
へ
の
序
文
に
「
理
念
は
非
常
に
危
瞼
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

本
當
で
あ
る
。
理
念
は
、
善
用
さ
れ
る
な
ら
ば
人
聞
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
理
念
は
、
む
し
ろ
人
聞
を
し
ば
し
ば
奴
隷
化
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
自
由
主
義
的
な
諸
理
論
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
た
び
た
び
、
灌
力
政
治
家
に

よ
つ
て
純
粋
理
論
的
な
脈
絡
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
自
由
の
破
壌
を
正
當
化
す

る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
き
た
ご
と
は
、
小
著
の
説
こ
う
と
し
た
こ
と
の
一
つ
で

あ
る
。
も
し
、
理
念
が
、
入
間
を
解
放
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
奴
隷
化
す
べ
き
で

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
理
念
の
眞
の
目
的
を
實
現
す
る
た
め
に
注
意
深
く
設
計

さ
れ
た
制
慶
に
、
奉
仕
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
、
現
代
の
す
べ
て
の
國
々
に
お
い
て
、
民
主
政
治

の
理
論
の
知
識
と
實
際
の
知
識
と
を
結
合
さ
せ
る
政
治
的
指
導
が
必
要
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
著
者
の
言
葉
に
よ
つ
て
覗
え
る
こ
と

は
、
政
治
的
世
界
に
お
い
て
は
、
理
論
と
實
陵
が
極
め
て
密
接
な
問
題
で
あ

り
、
こ
れ
を
包
括
し
て
い
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
お
い

て
ほ
か
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ク
ロ
ス
マ
ン
が
「
歴

匠
O
　
　
（
一
〇
三
〇
）

史
の
流
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
支
配
一
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
本
質
上
歓
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
、
常
に
す
べ
て
の
計
書
が
相
封
的
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
」
（
五
頁
）
と
歴
史
的
相
翼
主
義
を
表
明
す
る
と
き
、
著
者
も
ま
た
イ
ギ
リ

ス
傳
來
の
纒
験
論
哲
學
に
そ
の
世
界
麟
の
根
抵
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
感
じ
せ

し
め
ら
れ
る
。

　
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
に
さ
き
だ
ち
、
本
書
の
邦
謬
に
努
力
を
傾
注
さ
れ

た
小
松
春
雄
教
授
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
謬
者
小
松
氏
は
、
現
在
主

と
し
て
中
央
大
學
に
お
い
て
教
鞭
を
執
つ
て
お
ら
れ
、
政
治
史
家
と
し
て
活
躍

さ
れ
て
い
る
。
v
王
要
著
書
は
、
「
近
代
市
民
國
家
形
成
蓮
動
を
、
資
本
主
義
の

襲
展
と
結
び
合
せ
つ
つ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
蓮
動
の
面
に
於
て
捉
え
よ
う
」
ど
試

み
ら
れ
た
「
近
代
歓
州
政
治
肚
會
史
」
や
、
そ
の
他
論
文
・
共
同
執
筆
書
等
が

あ
り
、
・
斯
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
少
肚
教
授
の
一
人
で
あ
る
。
本
書
が
、
小
松

春
雄
教
授
に
よ
つ
て
謬
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
人
を
得
た
と
い
う
べ
く

且
叉
廣
く
日
本
の
政
治
學
徒
に
讃
ま
れ
る
こ
と
は
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
と
息

わ
れ
る
。

二

　
本
書
の
構
成
を
一
括
し
て
提
出
し
て
み
る
な
ら
ば
、
第
一
章
　
序
説
、
第
二

章
　
近
代
國
家
の
起
源
、
第
三
章
　
イ
ギ
リ
ス
革
命
、
第
四
章
　
ア
メ
リ
カ
革

命
、
第
五
章
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
第
六
章
．
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
、
第
七
章

民
族
的
自
由
主
義
と
帝
國
主
義
、
第
八
章
　
祉
會
主
義
と
・
シ
ァ
革
命
、
第
九

章
　
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
、
第
十
章
　
世
界
政
府
か
全
滅
か
、
の
十
章
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。



　
筆
者
の
手
許
に
、
本
書
の
一
九
三
九
年
の
初
版
が
あ
る
淋
、
そ
れ
に
は
、
第

九
章
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
革
命
ま
で
で
、
第
十
章
は
こ
の
一
九
五
二
年
版
に
新
た

に
附
加
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ク
ロ
ス
マ
ソ
は
、
そ
の
序
読
で
次
の
よ

う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
理
論
は
、
絶
勤
的
な
科
學
で

は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
入
は
い
か
に
生
く
べ
き

か
、
ま
た
國
家
は
い
か
に
組
織
さ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
蜥
定
的
に
、
案

出
し
た
り
、
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
理
論
は
、
現
存
の
自

然
の
條
件
と
肚
會
理
境
と
を
研
究
し
た
の
ち
で
、
生
活
を
規
制
す
る
手
段
・
方

法
を
示
唆
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
」
か
ら
「
政
治
理
論
を
抽
象
的
に
硯
究
す
る

ご
と
は
、
あ
ま
り
利
釜
が
な
い
。
人
は
、
入
聞
杜
會
の
複
薙
な
構
邉
か
ら
、
政

治
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
生
活
の
一
片
、
あ
る
い
は
國
家
と
呼
ば
れ
る
組
織
の
闘

片
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
切
り
離
し
て
そ
れ
を
理
解
し
よ
う

と
望
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
政
治
を
時
代
の
生
活
の

一
面
と
し
て
、
ま
た
政
治
理
論
を
時
代
の
思
想
の
一
面
と
し
て
見
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
乏
い
つ
て
い
る
。

　
こ
の
思
考
は
さ
き
に
の
べ
た
歴
史
的
相
封
主
義
で
あ
り
、
経
験
論
哲
學
の
立

場
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
5
。
そ
し
て
、
ク
ロ
ス
マ
ソ
に
よ
れ
ば
、
政
治

理
念
を
研
究
す
る
敷
用
は
、
二
つ
の
問
題
か
ら
な
る
。

　
一
つ
は
、
「
政
治
理
論
は
、
上
品
な
論
理
の
小
包
で
は
な
い
。
」
の
で
あ
り
、

「
實
際
に
民
衆
を
動
か
し
て
い
る
理
念
は
、
明
快
な
理
論
で
は
な
く
て
、
宗
教
・

輕
濟
・
肚
會
倫
理
並
び
に
個
人
的
な
好
悪
の
驚
く
べ
ぎ
混
合
物
」
な
の
で
あ
る

か
ら
、
「
歴
史
に
眼
を
む
け
て
、
…
…
現
在
活
動
中
の
諸
力
を
、
硯
究
」
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
黙
は
、
「
政
治
理
論
は
、
世
論
の
無
秩
序
な
混
鼠
ま
た
は
政
治
家
の
行

紹
　
介
　
と
　
批
－
詳

爲
に
注
意
を
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
社
會
の
問
題
を
理
解
し
、
か
つ
入
聞
關

係
を
規
律
す
る
最
上
の
方
法
を
考
え
だ
そ
う
と
し
た
偉
大
な
思
想
家
た
ち
の
思

索
に
注
意
を
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
」
が
「
偉
大
な
思
想
家
の
理
論
が
、
蟹
際

に
世
論
を
形
成
す
る
に
あ
た
つ
て
有
力
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

理
論
は
、
ほ
と
ん
ど
原
型
を
認
知
で
き
な
い
ほ
ど
箪
純
化
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
」
の
が
實
情
で
あ
る
か
ら
、
「
偉
大
な
思
想
家
め
著
作
を
出
讃
む

の
は
、
軍
に
彼
ら
の
生
ぎ
て
い
た
時
代
を
理
解
す
る
た
め
で
は
な
く
、
明
晰
に

考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
自
己
訓
練
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、

か
つ
ま
た
、
「
偉
大
な
政
治
理
論
家
の
研
究
と
有
力
な
政
治
理
念
の
研
究
と
を

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
匿
別
す
る
こ
と
を
畳
え
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
を

一
諸
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
二
馳
で
あ
る
。
こ
の
基
本

的
な
態
度
、
換
言
す
る
な
ら
ぽ
、
著
者
の
ユ
ニ
ー
ク
な
政
治
思
想
史
観
に
基
づ

い
て
本
書
は
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
章
「
近
代
國
家
の
起
源
」
に
お
い
て
、
近
代
政
治
の
種
々
雑
多
な
タ
イ

プ
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
民
族
國
家
自
騰
の
研
究
を
必
要
と
す
る
旨

述
べ
、
「
民
族
國
家
は
、
資
本
主
義
、
9
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
等

々
の
新
ら
し
い
酒
が
そ
そ
ぎ
こ
ま
れ
た
壕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
酒
の
奇
妙
な
混

合
が
、
民
族
國
家
を
爆
護
寸
前
に
ま
で
緊
張
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
民
族
國
家

は
こ
れ
ら
の
酒
を
全
部
包
容
す
る
器
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
歴
史
的
に

は
、
民
族
國
家
は
、
近
代
的
現
象
の
最
初
の
も
の
と
し
て
出
現
し
た
。
論
理
的

に
は
、
民
族
國
家
は
、
多
く
の
政
治
理
論
や
實
陵
が
足
場
を
お
い
て
き
た
土
豪

で
あ
る
。
」
（
一
四
頁
）
と
い
い
、
こ
の
民
族
國
家
は
、
原
理
に
よ
つ
て
導
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
一
三
世
紀
以
降
四
・
五
世
紀
の
聞
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生

じ
た
脛
濟
的
、
枇
會
的
攣
化
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
族
國
家

五
一

（
一
〇
三
一
）



紹
　
介
　
と
　
批
評

の
本
質
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
涯
生
せ
し
め
た
吐
會
・
経
濟
溝
造
の
理
解

が
前
提
で
あ
る
と
し
て
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
肚
會
の
秩
序
を
読
き
、
こ
の
中
世

社
會
秩
序
の
崩
壊
過
程
、
ひ
い
て
は
近
代
國
家
吐
會
の
獲
現
過
程
に
お
い
て
、

そ
の
時
代
的
要
講
と
し
て
の
ニ
コ
β
・
マ
キ
ア
ベ
リ
の
存
在
を
読
く
。
君
主
論

の
う
ち
に
、
伏
線
と
し
て
潜
ん
で
い
る
彼
の
哲
學
は
、
e
各
國
家
に
は
主
権
が

存
し
、
⇔
灌
力
の
管
理
は
主
灌
を
正
當
化
す
る
根
嫁
で
あ
る
。
と
い
う
二
問
題

に
要
約
し
う
る
と
い
う
。

　
こ
の
民
族
國
家
哲
學
を
生
誕
せ
し
め
た
肚
會
的
・
輕
濟
的
攣
動
は
、
ク
官
ス

マ
ン
に
よ
る
と
「
海
外
の
新
ら
し
い
富
の
源
泉
の
護
見
・
國
際
的
金
融
の
稜
展

・
農
業
輕
螢
手
段
や
財
産
法
に
お
け
る
革
命
並
び
に
宗
教
改
革
」
の
四
瓢
で
あ

る
と
い
う
。

　
第
三
章
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
背
景
に
鰯
れ
、
イ
ギ
リ
ス

革
命
の
本
質
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
は
、
督
雲
貯
些
鐘
と
、
O
一
く
頃
O
o
＜
霞
層

琴
①
β
げ
を
比
較
封
照
す
る
の
が
一
方
途
で
あ
る
と
い
い
、
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ

プ
ス
と
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
は
同
時
代
入
で
ば
あ
る
が
「
彼
ら
の
最
も
有
名
な
著

作
の
出
版
の
目
附
は
、
わ
ず
か
三
十
九
年
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
相
違
は
、
時
代
の
相
違
で
あ
り
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
文
明
の
相
蓮
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
〈
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
〉
冒
①
く
昼
昏
髄
β
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

最
後
の
偉
大
な
所
灌
で
あ
り
、
〈
市
民
政
府
論
〉
O
一
く
昌
O
o
潟
旨
目
o
昌
ば
、

啓
蒙
時
代
の
最
初
の
先
騙
者
で
あ
る
。
」
（
五
七
頁
）
と
こ
の
二
入
の
コ
ソ
ト
ラ

ス
ト
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
い
て
は
、
「
ア
メ
リ
カ
植
民

地
の
吐
會
溝
造
は
、
貴
族
階
級
の
敏
如
・
鑛
大
す
る
邊
境
の
存
在
・
非
國
教
徒

諸
派
の
寛
容
と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
除
い
て
は
本
國
の
そ
れ
と
は
基
本
的
に
は

一
異
つ
て
い
な
か
っ
た
。
－
そ
れ
ゆ
え
、
革
命
憾
帝
國
主
義
の
暴
政
か
ち
逃
れ
ん
と

五
二
　
　
（
一
〇
三
二
）

す
る
自
由
な
準
等
主
義
渚
の
肚
會
の
叛
餅
で
は
な
か
つ
た
。
」
（
九
三
頁
）
と
い

い
、
連
邦
憲
法
に
つ
い
て
語
り
、
「
憲
法
制
定
會
議
の
仕
事
は
、
十
八
世
紀
の

精
神
の
最
高
の
表
明
で
あ
つ
た
…
…
王
灌
神
授
読
に
依
存
す
る
で
も
な
く
、
ま

た
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ソ
の
カ
と
欺
隔
と
に
依
存
す
る
で
も
な
く
、
彼
ら
は
輩
に
人

間
の
利
害
の
バ
ラ
ソ
ス
に
も
と
づ
い
て
統
治
機
構
の
法
を
制
定
し
た
。
」
（
一
〇

〇
頁
）
と
、
理
性
の
時
代
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
讃
え
て
い
る
。

三

　
第
五
章
フ
ラ
ソ
ス
革
命
で
は
、
衣
ず
「
革
命
の
展
望
」
を
試
み
、
「
ア
ソ
シ

ャ
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
と
反
抗
」
を
説
い
て
、
蓮
動
展
開
の
跡
を
辿
り
、
ル
ソ
i
、

並
び
に
「
肚
會
契
約
論
」
を
解
読
し
て
、
「
ル
ソ
ー
が
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
豫
言

者
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
ペ
イ
ソ
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
最
も
有
能
な
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
作
者
で
あ
つ
た
。
」
（
一
一
八
頁
）
と
述
べ
て
、
ト
ー
マ
ス
・
ペ
イ
ソ
、
お

よ
び
彼
の
「
入
権
論
」
を
経
濟
理
論
、
政
治
理
論
、
國
際
關
係
等
の
諸
観
馳
か

ら
詳
細
に
分
析
す
る
。
つ
い
で
ナ
ポ
レ
オ
ソ
の
業
績
を
「
彼
の
樹
立
し
た
膣
制

の
安
定
性
は
、
．
そ
れ
が
ブ
ル
ボ
ン
反
動
・
民
主
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
胃

陰
並
び
に
そ
の
一
八
七
〇
年
の
敗
北
の
重
荷
に
堪
え
て
、
つ
い
に
第
三
共
和
政

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
憲
法
に
無
傷
の
ま
ま
で
現
れ
た
と
い
う
事
賢
に
よ
つ
て
示

さ
れ
て
い
る
。
」
（
二
二
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
で
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ソ
ス
の
政
治
革
命
を
、
歴
史
的
背
景

と
登
場
す
る
政
治
恩
想
に
架
橋
し
つ
つ
展
望
し
た
ク
・
ス
マ
ン
は
、
次
い
で
、

第
六
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
を
考
察
す
る
。

　
嘗
初
に
、
工
業
主
義
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
口
襯
黙
か
ら
出
襲
し
、
「
工
業
主
義



と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
づ
ぎ
の
三
つ
に
わ
け
て
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
す
で
に
ブ
ル
ジ
ョ
ス
ジ
ー
の
傳
統
が
確
立
さ
れ
て
い
た
國

々
に
封
す
る
工
業
主
義
の
衝
撃
の
歴
史
、
図
中
世
の
崩
壊
後
、
民
族
國
家
と
な

つ
た
が
十
九
世
紀
の
初
め
ま
で
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
指
導
の
も
と
に
民
族
的
統

一
を
達
成
し
な
か
つ
た
國
々
に
封
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
念
並
び
に
工
業
主
義

の
衝
撃
の
歴
史
、
⑧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
的
傳
統
を
も
た
な
か
つ
た
國
々
1

た
と
え
ば
、
ト
ル
コ
、
シ
ナ
、
日
本
1
に
封
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
念
と
工

業
主
義
と
の
衝
撃
の
歴
史
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
」
（
二
二
四
頁
〉
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
類
型
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
質
的
な
政
治
理
念
と
稜
展
過
程
が
存
在
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
の
型
で
は
、
民
主
的
理
念
の
縦
績
性
が

み
ら
れ
、
㈲
の
型
で
は
、
全
睦
主
義
的
國
家
形
態
が
現
れ
、
非
合
理
性
が
支
配

的
で
あ
り
、
⑧
の
型
で
は
、
一
般
的
に
論
議
し
え
な
い
と
し
て
い
る
。

　
更
に
ク
官
ス
マ
ソ
は
、
ジ
ェ
レ
、
ミ
ー
・
ベ
ソ
サ
ム
、
ジ
ェ
；
ム
ズ
・
ミ
ル
、

ジ
ョ
y
・
ス
テ
ユ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
等
の
思
想
構
造
を
解
明
し
、
功
利
主
義
は
、

「
獅
創
性
の
な
い
、
か
つ
矛
盾
し
た
理
論
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
功
利
主

義
が
支
持
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
内
包
す
る
論
理
的
一
貫
性
に
よ
つ
て
で
は
な

く
そ
の
支
持
者
た
る
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
政
治
的
要
求
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
功

利
主
義
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
、
新
ら
し
い
工
業
主
義
に
と
つ
て
土
地
貴
族
を
攻

撃
す
る
際
に
利
用
償
値
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
勢
力
を
も
つ
て
い
た

の
で
あ
る
。
」
（
一
四
〇
頁
）
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
更
に
興
昧
深
い
こ
と
は
、
ク

ロ
ス
マ
ソ
が
、
イ
ギ
リ
ス
逢
業
革
命
を
論
ず
る
段
階
と
し
て
、
「
宗
教
と
資
本

主
義
」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
嘗
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ

ー
が
、
「
U
δ
℃
3
ε
馨
9
昼
試
零
げ
Φ
国
“
匿
評
9
β
伽
山
霞
O
虫
零
q
霧
】
困
2
Y

一
冨
一
琶
目
岳
」
に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
展
開
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の

紹
　
介
　
と
　
批
　
詳

相
補
關
係
を
問
題
硯
し
た
が
、
ク
・
ス
マ
ソ
も
「
實
業
家
は
、
節
約
・
勢
働
並

び
に
慈
善
を
、
薪
ら
し
い
資
本
主
義
の
倫
理
的
基
礎
と
し
て
唱
道
し
．
瞥
樂
を

最
大
量
に
す
る
功
利
主
義
的
欲
望
か
ら
で
は
な
く
、
峻
嚴
な
義
務
感
に
も
と
づ

い
て
、
自
己
の
富
を
蓄
積
し
た
。
實
業
家
は
、
新
ら
し
い
工
業
主
義
の
中
に
、

肚
會
の
幸
幅
を
増
進
す
る
た
め
の
非
常
に
有
力
な
武
器
が
あ
る
と
考
え
た
の

で
、
自
己
の
事
業
の
稜
展
ほ
、
紳
の
召
命
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
自
已
の
使
用

す
る
螢
働
者
の
苦
欄
は
、
攣
更
し
え
な
い
神
の
計
書
の
一
部
で
あ
り
、
瞥
働
者

の
困
窮
は
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
善
に
よ
つ
て
の
桑
や
わ
ら
げ
ら
れ
る
と
老

え
た
。
」
（
一
五
四
頁
）
と
い
い
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
「
奴
隷
塵
止
・
傳
道
十
字

軍
の
復
活
・
幼
年
鍔
働
者
使
用
に
勤
す
る
攻
撃
・
公
衆
教
育
の
普
及
並
び
に
そ

の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
蓮
動
は
、
政
治
的
信
條
か
ら
で
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的

な
共
同
瞭
意
識
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
五
六
頁
）
と
説
い
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
か
と
思

わ
れ
る
。

　
第
七
章
民
族
的
自
由
主
義
と
帝
國
主
義
に
お
い
て
は
、
前
章
ま
で
に
先
進
資

本
主
義
國
家
を
考
究
し
た
ク
ロ
ス
マ
ン
は
、
眼
を
韓
じ
て
ド
イ
ッ
、
イ
タ
リ
！

並
び
に
オ
ー
ス
ト
リ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
等
の
後
進
國
家
を
封
象
と
し
て
い
る
。
「
こ

れ
ら
の
諸
國
の
自
由
主
義
は
、
全
く
ち
が
つ
た
線
に
沿
つ
て
襲
展
し
、
西
漱
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
の
蓮
動
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
諸
間
題
に
直
面
す
る
こ
と
と

な
つ
た
。
こ
の
相
違
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
主
義
的
と
い
う
名
構
の
も
と
に
分

類
し
て
い
る
主
要
な
特
徴
を
要
約
し
て
み
る
と
、
　
一
暦
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
」
（
エ
ハ
五
頁
）
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
の
蜀
比
に
お
い
て
問
題
黙

を
、
ス
ク
ー
プ
・
ア
ウ
ト
し
て
い
る
。

　
ク
冒
ス
マ
ソ
の
取
撃
げ
た
問
題
馳
は
、
四
つ
存
在
す
る
。
第
一
に
は
、
イ
ギ

五
三
　
　
（
一
〇
三
三
）



紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

リ
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
民
族
的
統
一
の
堅
固
な
枠
内
で
展
開
し
た
の
で
あ

る
が
、
ド
イ
ッ
な
ど
は
、
「
民
主
的
共
和
國
を
夢
想
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
ま
ず

そ
の
境
界
と
宗
教
と
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
か
く
て
ド
イ
ツ
の

民
族
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
ど
ん
な
形
を
と
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
の

胸
中
に
激
烈
な
反
感
を
呼
び
起
さ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
さ
ら
に
民
族
自
決

を
欲
し
て
い
た
ス
ラ
ブ
系
の
少
数
諸
民
族
を
包
含
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
」

（
一
六
七
頁
）
と
い
う
、
デ
モ
ク
ラ
シ
！
と
民
族
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
イ

ギ
リ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
宗
教
上
の
自
由
の
間
題
と
緊
密
な
關
係
が
あ
つ

た
が
、
ド
イ
ッ
・
イ
タ
リ
i
等
で
は
、
進
歩
・
民
族
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
世

俗
的
信
仰
の
封
象
で
し
か
な
か
つ
た
と
い
う
驕
で
あ
り
、
第
三
犀
、
イ
ギ
リ
ス

自
由
主
義
者
の
経
濟
理
論
は
、
基
盤
肚
會
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
た
が
、
ド

イ
ツ
等
で
は
、
更
に
日
本
で
は
、
封
建
的
輕
濟
か
ら
直
接
に
、
猫
占
資
本
主
義

段
階
に
移
行
し
た
の
で
あ
り
、
第
四
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ぎ
身
暮
旨
箪

一
国
暮
ざ
冨
は
、
地
方
分
灌
的
、
遠
心
的
傾
向
で
あ
つ
た
が
、
ド
イ
ッ
等
で
は
、

そ
れ
は
、
中
央
集
灌
的
求
心
的
傾
向
で
あ
り
、
顯
著
な
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
を
な
し

て
お
り
、
ク
ロ
ス
マ
ン
に
よ
る
と
、
「
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に
十
九
世
紀

の
輕
濟
稜
展
の
際
に
、
遽
心
的
な
自
由
主
義
的
傾
向
が
産
業
的
基
盤
の
上
に
立

つ
て
現
れ
出
な
か
つ
た
國
々
に
お
い
て
、
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
一
七
一
頁
）

と
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
は
、
「
イ
タ
リ
ー
の
似
而
非
自
由
主
義
」

「
ド
イ
ッ
統
一
問
題
」
「
職
前
ド
イ
ッ
の
浪
漫
派
と
民
主
派
」
「
理
想
主
義
と
政

治
哲
學
」
等
を
論
じ
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
割
愛
し
た
い
。
第
八
章
肚
會

主
義
と
ロ
シ
ア
革
命
で
は
、
「
マ
ル
ク
ス
並
び
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
　
ロ
ッ
ク
な

い
し
そ
の
他
の
い
か
な
る
自
由
主
義
渚
に
も
ま
さ
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
蓮
動

並
び
に
そ
の
反
封
老
の
蓮
動
に
影
響
を
與
え
た
。
彼
ら
を
敏
い
た
肚
會
主
義

五
四
　
　
（
一
〇
三
四
）

は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
狡
ぎ
の
ハ
ム
レ
ヅ
ト
劇
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
」
（
二
〇
四

頁
）
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
、
マ
ル
ク
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
階
級
闘
雫
、

プ
β
レ
タ
リ
ア
濁
裁
、
マ
ル
ク
ス
主
義
渚
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
読
き
、
β
シ
ア

革
命
に
及
ん
で
い
る
。

四

　
第
九
章
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
で
は
、
ま
ず
「
國
際
蓮
盟
の
失
敗
」
か
ら
読
き
起
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
腔
制
は
、
「
債
務
國
た
る
ド
イ
ツ
や
イ

タ
リ
ー
の
よ
う
な
國
々
は
不
可
避
的
に
、
み
ず
か
ら
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
銀
行

家
た
ち
の
金
融
植
民
地
で
あ
る
と
感
じ
た
。
ま
た
一
方
ロ
シ
ア
は
、
蓮
盟
を
資

本
家
の
共
謀
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
」
（
二
四
三
頁
）
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
次
い
で
、
　
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
を
、
イ
タ
リ
ー
型
と
ド
イ
ツ
型
の
爾
渚
を
…
封

比
し
つ
つ
、
「
集
團
干
和
主
義
の
紳
話
」
、
「
右
翼
革
命
・
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
の
稗

話
」
、
「
民
族
祉
會
主
義
者
の
紳
話
」
、
「
灌
力
の
掌
握
」
、
「
一
窯
制
國
家
」
と
観

黙
を
韓
じ
つ
つ
論
じ
、
一
九
三
五
年
以
降
、
西
厭
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
フ
ァ
ザ
シ

ズ
ム
の
「
理
念
の
均
衡
」
が
行
わ
れ
た
過
程
を
簡
明
に
展
望
し
て
い
る
。

　
最
後
の
第
十
章
は
、
「
世
界
政
府
か
全
滅
か
」
と
い
う
現
在
的
課
題
に
封
し

て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
ま
ず
第
二
次
世
界
大
験
が
、
眞
の
世
界
験
箏
で
あ
り
、

そ
の
兵
器
の
種
類
，
、
使
用
か
ら
論
じ
て
も
全
滅
験
雫
の
檬
相
を
呈
し
て
い
た
黙

を
指
摘
す
る
。
L
か
し
て
、
「
第
二
次
世
界
大
職
の
幕
切
れ
に
お
い
て
提
起
さ

れ
た
間
題
は
、
世
界
國
家
の
必
要
性
で
あ
り
、
…
…
そ
の
達
成
の
不
可
能
性
で

あ
つ
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
當
時
世
界
國
家
の
基
礎
と
な
り
う
る
三
つ
の
哲
學

ー
い
な
も
つ
と
適
切
に
い
え
ば
三
つ
の
考
え
方
1
が
、
あ
つ
た
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
億
、
十
九
世
紀
の
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
る
ア
メ
リ
ヵ
の
デ
モ
ク
ラ



シ
ー
の
考
え
方
、
ロ
シ
ア
の
共
窟
主
義
の
考
え
方
、
並
び
に
イ
ギ
リ
ス
の
肚
會

民
主
主
義
の
考
え
方
で
あ
る
。
」
（
二
九
三
頁
）
と
い
い
、
「
ア
メ
リ
カ
的
生
活

様
式
」
、
「
共
窪
主
義
と
世
界
秩
序
」
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
杜
會
民
主
主
義
」
に
論
及

し
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
ク
冒
ス
マ
ン
の
抱
懐
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
散
文

的
に
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
純
粋
に
人
聞
の
幸
編
－
最
大
多
籔

の
最
大
幸
編
ー
と
い
う
馳
か
ら
考
え
て
、
西
歓
人
に
封
し
て
、
肚
會
民
主
的

な
生
活
檬
式
を
、
ア
メ
リ
カ
の
自
由
企
業
な
い
し
冒
シ
ア
の
共
産
主
義
の
い
ず

れ
に
も
ま
し
て
、
す
す
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
」
で
あ

る
と
か
、
「
ア
メ
リ
ヵ
の
政
治
の
激
し
い
ダ
イ
ナ
、
・
・
ッ
ク
ス
か
ら
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ソ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
あ
る
い
は
職
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
ご
と
き
李
和
で
謙

譲
な
精
神
を
ほ
と
ん
ど
期
待
し
え
な
い
。
」
と
か
い
い
、
更
に
、
「
杜
會
民
主
主

義
は
、
…
…
宗
教
改
革
と
と
も
に
は
じ
ま
つ
た
非
常
に
長
い
稜
展
過
程
の
窮
極

で
あ
る
。
」
と
、
吐
會
民
主
主
義
的
生
活
檬
式
の
償
値
を
高
く
評
し
て
い
る
。

五

　
以
上
に
よ
つ
て
、
い
さ
さ
か
冗
漫
に
堕
し
た
感
が
あ
る
が
、
本
書
の
要
黙
を

ピ
ヅ
ク
・
ア
ッ
プ
し
つ
つ
概
観
し
て
み
た
。
本
書
は
、
さ
き
に
筆
老
も
の
べ
、

か
つ
ま
た
謬
者
小
松
教
授
も
、
「
あ
と
が
き
」
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
距
缶
一
警
自
気
9
り
9
詳
8
魯
一
創
①
緩
”
β
q
男
o
冨
試
o
鎮

冑
き
ま
8
」
と
附
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
政
治
理
念
と
政
治
的
實
際
の
相
補
關

蓮
を
解
明
す
る
意
圖
を
も
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
政
治
理
論
書

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
政
治
思
潮
史
」
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
松
氏
が
「
著
者
は
、
一
般
の
思
想
史
家
と
異
つ
て
、
論
究
の
封
象
を
著
名
な

思
想
家
に
限
定
せ
ず
、
政
治
理
論
を
實
陵
の
場
で
整
理
し
た
り
、
ま
た
こ
れ
を

細
　
介
　
と
　
批
評

制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
政
治
家
に
ま
で
ひ
ろ
げ
℃
い
る
。
政
治
思

想
を
箪
に
理
念
史
的
に
抽
象
的
な
論
理
の
系
列
に
お
い
て
眺
め
ず
、
こ
れ
を
政

治
制
度
と
の
關
蓮
の
下
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
論
究
の
封

象
が
こ
の
よ
う
に
廣
汎
に
な
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
史

の
企
圖
は
、
誠
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
書
の
贋
値
を
高
か
ら

し
め
て
い
る
こ
ど
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
」
（
三
〇
六
頁
）
と
許
さ
れ
て
い
る

が
、
全
く
同
感
で
あ
る
。

　
謬
文
も
、
筆
者
が
原
典
と
封
照
し
て
讃
ん
だ
範
園
に
お
い
て
は
、
到
然
と
し

て
お
り
、
謬
語
も
專
門
化
さ
れ
て
、
頗
る
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

氣
に
か
か
る
こ
と
は
、
最
後
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
枇
會
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
が
、
一
般
に
杜
會
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
筆
者
の
認
識
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
系
譜
に
馬
す
る
大
陸
の
思
潮
で
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
民
主
祉
會
主
義
と
い
う
固
有
名
詞
が
、
日
常
化
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
ク
ロ
ス
マ
ン
が
、
ω
o
且
巴
U
Φ
白
o
窪
き
『
と
し
て
扱
つ
て
い
る
内
容
は
、

い
わ
ゆ
る
U
Φ
日
8
影
註
o
ω
8
冨
房
日
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
多
角
的
な
観
鮎
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
賢
陵
の
場

と
、
政
治
理
念
を
手
際
よ
ぐ
ま
と
め
た
本
書
は
、
廣
く
讃
者
暦
に
浸
透
し
て
ま

す
ま
す
贋
値
を
塘
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
、
さ
ら
に
わ
が
國
の
政
治
學
従

に
ク
冒
ス
マ
ン
の
思
想
史
観
を
普
及
さ
せ
る
媒
介
の
螢
を
と
ら
れ
た
小
松
春
雄

教
授
の
謬
業
は
高
く
許
贋
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
思
う
。
　
（
岩
波
書
店
嚢
行

二
五
〇
圓
）
（
十
一
月
十
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
真
鋤
）

五
五
　
　
（
一
〇
三
五
）


